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建設工事の種類 解体工事 

応募方法 ２者又は３者で結成した甲型（共同施工方式）による特定建設工事共同企業体 

資格要件 代表構成員 構成員 

営業所等の所在地 
九州内に主たる営業所(本店)又は本店の権

限を委任した営業所(支店等)を有するもの。 

山鹿市又は熊本市に主たる営業所

(本店)を有するもの 

建設業許可 特定建設業 特定建設業又は一般建設業 

経営事項審査の 

審査基準日の期間 

令和７年１月１日から令和８年７月３１日まで 

（１年７か月前までの期間） 

経営事項審査 

の総合評定値 

解体工事に係る総合評定値が１,０００点以

上であること。 
なし 

施工実績に 

関する事項 

平成２８年度以降、国・地方公共団体から発

注された解体工事を元請として受注し、施工

を完了した実績があること。 

なお、共同企業体構成員としての実績は、当

該企業体の代表者として施工したものであ

ること。 

平成２８年度以降、解体工事を元請

として施工した実績があること。 

配置予定技術者 

以下の条件をすべて満たす技術者を専任で配置できること。 

施工経験 

解体工事における監理技術者、

主任技術者又は現場代理人とし

ての施工経験を有すること。 

なし 

資格等 

解体工事に係る監理技術者資格

者証の交付を受けている者であ

って、国土交通大臣の登録を受

けた講習を受講し、講習修了証

を有する者。 

解体工事に係る監理技術者又は主任

技術者の国家資格を有する者。 

その他 
当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(参加資格確認申請書の

提出期限の日以前連続して３か月以上)にある者。 

名簿登録 本組合の令和７～９年度競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

設計業務等の 

受託者との関連 

次に掲げる本工事の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお

いて関連がある建設業者でないこと。 

受託者名：中日本建設コンサルタント（株）熊本事務所 

住  所：熊本市南区奥古閑１９５１－８ 
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４ 入札等担当課 
   山鹿植木広域行政事務組合 総務課 
   住 所：〒８６１－０５３５ 熊本県山鹿市南島１２７０－１ 
   電 話：０９６８－４３－１１９５ 
   ＦＡＸ：０９６８－４２－１１７２ 
   E-mail：yamakou@hinokuni-net.jp 

 
５ 提出書類 
  参加資格確認申請書等として次に掲げる書類を提出すること。 
   ア 共通事項書（別添１）第５の１の(1) ※様式第１号 

   イ 共通事項書（別添１）第５の１の(2) ※様式第２、３、４号 

ウ 共通事項書（別添１）第５の１の(3) 

エ 共通事項書（別添１）第５の１の(4) 

   オ 共通事項書（別添１）第５の１の(5) ※様式第５号 

   カ 共通事項書（別添１）第５の１の(6) ※様式第６号 

   キ 共通事項書（別添１）第５の１の(7) ※様式第７号 

   ク 共通事項書（別添１）第５の１の(8) ※様式第８号 
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６ 入札日程 

入札手続等 期間・期日等 場所・留意事項等 

設計図書の 
閲覧 

令和８年５月１９日（火）から 
令和８年７月 ３日（金）まで 

期間内に「設計図書貸出申請書」を担当

課に持参すること。設計図書（ＣＤ）を

貸し出す。 

参加資格確認 
申請等の提出 

令和８年５月２０日（水）から 
令和８年６月１１日（木）まで 

担当課へ持参すること。 

参加資格確認通知 令和８年６月１９日（金） 書面による。 

参加資格がないと認

めた理由の説明要求 

参加資格確認通知の日の翌日から

起算して、５日以内。 
令和８年６月２６日（金）まで 

担当課へ持参すること。 

上記要求に対する 

回答 
令和８年６月３０日（火）まで 書面による。 

質問書の提出 
令和８年５月２０日（水）から 
令和８年６月１１日（木）まで 

メールによる。 

yamakou@hinokuni-net.jp 

現地確認 
令和８年５月２０日（水）から 
令和８年６月 ５日（金）まで 

 

質問書に対する 
回答の閲覧 

令和８年５月２５日（月）から 
令和８年７月 ３日（金）まで 

本組合ホームページの「組合からのお

知らせ」「入札公告」内に掲載して回答

する。 

入札日時・場所 
令和８年７月６日（月） 
午前１１時から 

〒８６１－０５３５ 
熊本県山鹿市南島１２７０－１ 
山鹿消防署２階 多目的ホール 

開札日時・場所 同上 同上 

 
７ その他 
   共通事項書（別添１）に示すとおりとする。 
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